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通 所 介 護     
     重要事項説明書  

総合事業通所型サービス  
 

１  当センターが提供するサービスについての相談窓口  

 電話  ０４２－３７５－９８８８  

 担当  生活相談員  

※  ご不明の点は、何でもお尋ね下さい。  

 

２  多摩市和光園ケアセンターの概要  

（１）送迎できる範囲  

名        称  多摩市和光園ケアセンター  

所   在   地  多摩市和田１５３２番地  

事業所番号  １３７５０００１８７  

送迎サービスを提供  

する対象地域  

多摩市にお住まいの方  

八王子市の松が谷・鹿島・大塚・東中野  

日野市の落川・百草台団地・百草  

府中の四谷の一部  

  ※  上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。  

  

（２）職員の体制  

 管理者  常勤     １ 名 

 生活相談員  常勤         ７ 名      

 介護職員 
 常勤         ７ 名     （運転手兼務          ５名）  

 非常勤       ５ 名    （運転手兼務          ２名）  

 看護職員  非常勤       ４ 名      (機能訓練指導員兼務 ４名） 

 機能訓練指導員 
 常勤    １ 名  

非常勤       ５ 名     （看護師兼務          ４名） 

 管理栄養士  常勤         １ 名  （他事業兼務     １名） 

 調理員  非常勤   ２ 名 

 運転手 
 常勤         ５ 名      (介護職員兼務        ５名 ) 

 非常勤       ６   名     (介護職員兼務        ２名 ) 

 その他事務員等 
常勤     ２ 名   

非常勤   １ 名 
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（３）センターの設備等  

定   員 ４０名 静養室 １室 

食堂兼  

機能訓練室 
１９１ .１２㎡ 相談室 １室 

入浴室 
一般浴槽と特殊浴槽

があります 
送迎車 ５台 

 

（４）営業時間  

月曜～土曜日 午前８時００分～午後６時００分 

            但し、日曜日及び１２月２９日～１月３日までは休業  

 

３  提供するサービス  

①  レクリエーション等  個別から集団までさまざまなプログラムを用意しています。  

（カラオケ、書道、ゲーム、貼り絵など）  

 

②  機能訓練等     体操、日常生活動作訓練、アクティビティなど  

機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、

日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止

するための訓練を同 意 の う え 、 利 用 者 に 実 施 し ま す 。  

     

③  行事    季節ごとの行事を開催します。  

（新年会、観桜会、夏祭りなど）  

  

④  生活相談   生活相談員をはじめ従業員が日常生活等の相談に応じます。  

介護・生活全般に関する相談、その他お困りのことがござい

ましたら、何でもご相談ください。  

 

⑤  食事    食事摂取介助、水分補給など  

当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並び

に利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事の提供を行い

ます。  

 

⑥  入浴    一般浴、介護個浴、チェア浴での入浴介助を実施します。  

 

⑦  送迎    利用者の自宅から、事業所まで送迎いたします。  

（車椅子での送迎可）  

 

⑧  養護    静養スペースを用意しています。  

 

⑨  健康チェック   血圧、脈拍、体温などの測定・状態観察  
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４－１   料  金  表  

  （１） 利用料金  

   ①  基本単位数、料金                （令和6年6月１日より）  

 

   

 ※利用者負担額の計算根拠  基本単位数に介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 9.2％が上乗せされ、  

1単位＝10.72円（2級地）で計算されています。  

 

②   その他  

 上記の他、日常生活において通常必要となるものに係わる費用で利用者負担が妥当

と認めるもの。  

 

事業対象（週１回程度）・要支援１

要支援２（週１回程度）

要支援２（週２回程度）

事業対象（週１回程度）・要支援１

要支援２（週１回程度）

要支援２（週２回程度）

6時間以上 7時間以上 6時間以上 7時間以上 6時間以上 7時間以上 6時間以上 7時間以上

7時間未満 8時間未満 7時間未満 8時間未満 7時間未満 8時間未満 7時間未満 8時間未満

要介護1 584単位 658単位 684円 771円 1,368円 1,541円 2,051円 2,311円

要介護2 689単位 777単位 807円 910円 1,613円 1,819円 2,420円 2,729円

要介護3 796単位 900単位 932円 1,054円 1,864円 2,107円 2,796円 3,161円

要介護4 901単位 1,023単位 1,055円 1,198円 2,110円 2,395円 3,165円 3,593円

要介護5 1,008単位 1,148単位 1,180円 1,344円 2,360円 2,688円 3,540円 4,032円

滅菌ガーゼ 1枚　50円

クラブ材料費 一部　実費あり

おむつ代 おむつ代　180円、パッド代　70円

マスク代 50円

湿布代 1枚　100円

送迎片道減算 ▲47単位 ▲55円 ▲110円 ▲165円

食材費 800円

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5単位 6円 12円 18円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 22単位 26円 52円 78円

認知症加算 60単位 71円 141円 211円

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 20単位 24円 47円 71円

個別機能訓練加算Ⅱ（1月あたり） 20単位 24円 47円 71円

中重度者ケア体制加算 45単位 53円 106円 158円

個別機能訓練加算Ⅰイ 56単位 66円 131円 197円

個別機能訓練加算Ⅰロ 76単位 89円 178円 267円

入浴介助加算Ⅰ 40単位 47円 94円 141円

入浴介助加算Ⅱ 55単位 65円 129円 193円

通所介護 1回あたりの基本単位 利用者負担額（1割） 利用者負担額（2割） 利用者負担額（3割）

基本サービス

88単位 101円 202円 303円

176単位 202円 404円 606円

送迎片道減算 ▲47単位 ▲55円 ▲110円 ▲165円

一体的サービス提供加算 480単位 562円 1124円 1686円

サービス提供
体制強化加算
（Ⅰ）イ

88単位 101円 202円 303円

1,811単位 2,120円 4,240円 6,360円

3,621単位 4,239円 8,478円 12,717円

総合事業　通所型サービス（独自） １月あたりの基本単位 利用者負担額（1割） 利用者負担額（2割） 利用者負担額（3割）

1,798単位 2,105円 4,210円 6,315円
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  （２） キャンセル料  

    利用者の都合でサービス利用を中止する場合は、下記のキャンセル料が必要です。  

①利用日の前営業日午後５時までに連絡があった場合   無料  

②利用日の前営業日午後５時までに連絡がなかった場合 食材費の100％  (800円 ) 

            ＊通所介護の休日にご注意ください。  

 

  （３） 利用料金の支払方法  

            毎月、１５日頃前月分の請求をさせていただきます。  

お支払い方法は、口座依頼振替依頼書をご提出下さい。  

入金を確認後、領収書を発行致します。  

 

５   サービスの利用方法  

    （１） サービスの利用開始  

            お電話でお申し込みください。居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼し

ている場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。  

            サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、通所介護計画及び介護予防通所

介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。  

           

  （２） サービスの終了  

  ① 利用者のご都合でサービスを終了する場合  

    サービス終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。  

② 当センターの都合でサービスを終了する場合  

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。  

    その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。  

  ③ 自動終了  

   以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサービスを終了いたします。  

・利用者が介護保険施設等に入所した場合  

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自

立）と認定された場合        

・利用者がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合  

  ④ その他  

・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当セン

ターが倒産した場合、利用者は文書で解約を通知することによってすぐにサービ

スを終了することができます。  

・利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず１４日以内に支払わない場合、または利用者やご家族など

が当センターや当センターのサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほど

の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了

させていただく場合がございます。  
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６   当センターの通所介護サービスの特徴  

  （１） 運営の方針  

①  事業所の通所介護従事者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

出来るよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族

の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓

練等の介護・その他必要な援助を行う。  

②  事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める｡ 

 

  （２） サービス利用のために  

事   項 有   無 備   考 

土曜・日曜日・祝祭日の実施の有無 有 土曜・祝祭日は実施 

時間延長実施の有無 無  

従業員への研修の実施状況 有 採用時研修－採用後２か月以内  

継続研修－年２回以上 

サービスマニュアルの作成 有  

送迎の有無 有  

 

  （３） サービス利用のための留意点  

①利用者が入浴及び機能訓練室等を利用する場合には、職員立合のもとで使用する。  

また、体調が思わしくない場合にはその旨を説明し安全指導を図る｡   

②利用者、家族は体調の変化（感染症の疑い含む）があった際には事業所へお知らせ  

ください。  

③事業所内への金銭、食べ物等の持ち込み、やり取りはご遠慮ください。  

 

 

７  非常災害対策  

事業所は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに常に関係機関と

連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、計画に基づき年２回利

用者及び従事者の訓練を行います。  

 

 

８  緊急時の対応  

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は事前の打ち合わせどお

り速やかにご家族、主治医への連絡等必要な措置を講じます。  

 

９  事故発生時の対応  

サービス提供時に事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行

うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、ご説明い

たします。  
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１０  個人情報の取り扱い・守秘義務に関する対策について  

事業者及び従業者は、業務上知り得た氏名・住所・健康状態・病歴・家族状況、その他一切

の利用者や家族・個人に関する情報を、サービスを円滑に実施するために必要な場合に使用

することがありますが、使用にあたっては、目的の範囲内で必要最小限に留め、また情報提

供の際には関係者以外には決して話すことのないよう細心の注意を払います。  

また退職後においてもこれらの情報を漏らさないことを遵守するべき旨を従業者との雇用契

約の内容としています。  

 

１１  利用者の人権  

利用者の人権、プライバシーの保護に努め、従業者教育を行います。  

 

 

１２  身体拘束の禁止  

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。ただし、緊急やむを得

ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びご家族へ十分な説明を行

い、同意を得るとともに、その態様、時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由について記録します  

 

１３ 虐待防止  

  高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成される  

  よう、虐待防止に関する下記の措置を講じます。  

（１）虐待防止委員会の開催  

（２）高齢者虐待防止のための指針の整備  

（３）虐待防止研修の実施  

 

１４ 業務継続に向けた取り組み  

  感染症や自然災害が発生した場合であっても、指定通所介護の提供が継続できるよ   

  う、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修等を実施します。  

 

１５ 感染症の予防及び蔓延防止のための措置  

  感染症の発生及び蔓延を防止できるよう、下記の措置を講じます。  

（１）感染対策委員会の開催  

（２）感染症及び蔓延防止のための指針の整備  

（３）感染症及び蔓延防止のための研修等の実施  

 

１６  サービス内容に関する苦情・相談窓口  

①  当センターご利用者相談・苦情担当  

担当窓口  大河原祥光   電話 ０４２－３７５－９８８８  

 

②  第三者委員  

 塩  沢  三  男  （連絡先 ０４２－３７３－０８０３）  

太  田  義  次    （連絡先 ０４２－６７６－９４６４）  
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③  その他  

当センター以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。  

区市町村所管課  多摩市役所介護保険課  

連絡先電話 ０４２－３３８－６９０１  

東京都国民健康保険団体連合会   苦情相談係  

連絡先電話 ０３－６２３８－０１７７  

 

１７  苦情の対応について  

①  苦情の受付  

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。  

②  苦情受付の報告・確認  

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。  

③  苦情解決のための話し合い  

苦情解決責任者は、苦情申し出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。  

 

１８  損害賠償について  

当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害

を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、利用者に故意にまたは過失が認められた場合には、利用者の

置かれている心身の状況などを癇癪して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の

損害賠償責任は減じられます。 

 

１９  当法人の概要  

名称    社会福祉法人  大和会  

代表者氏名   理事長  湖山 泰成  

       本部所在地   東京都多摩市和田１５４７番地  

  電話    ０４２－３７６－３５５５  

       施設・拠点等  特別養護老人ホーム    ３カ所   

                 ケアハウス      １カ所   

                        短期入所生活介護事業    ２カ所  

    通所介護事業     １カ所  

            認知症対応型通所介護事業      １ケ所  

    訪問介護事業     １カ所  

居宅介護支援事業     １カ所  

多 摩 市 西 部 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー   １カ所  

介護予防介護事業       １カ所  

診療所      １カ

所                                                 

保育所      ３カ所  

    学童クラブ      ２カ所  
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    年     月     日  

 

 

 

通所介護及び総合事業通所型サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契

約書および個人情報使用について本書面に基づいて重要な事項を説明しまし

た。  

                                 

 

事業者  多摩市和光園ケアセンター  

（事業所番号１３７５０００１８７）  

 

所在地 多摩市和田１５３２番地  

 

代表者名   大河原  祥光  

 

説明者  氏名                 印  

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から通所介護及び総合事業通所型サ

ービスについての重要事項の説明を受けました。又、個人情報については、必

要最小限の範囲内で使用することに同意します。  

 

利用者  住  所  

 

氏  名                             印  

 

（代理人）  住  所  

 

氏  名                            印  

 


